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11  ははじじめめにに  

  11..11  研研究究のの背背景景おおよよびび課課題題認認識識    

 平成 27（2015）年の国勢調査で、日本は長年の人口増加

から減少局面へと転じた。この人口減少を背景に空き家の

増加が進み、社会問題となっている。令和5（2023）年の住

宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は 900 万 2 千

戸に達し、平成30（2018）年の848万9千戸から51万3千

戸増加して過去最多を更新した。  

熊本市においても、令和2（2020）年の国勢調査から人口

減少期に入ったことが確認され、令和5（2023）年の住宅・

土地統計調査では、空き家数が 5万 1千戸と過去最多を記

録している。これらの空き家の中には、適切に管理されず、

倒壊のおそれがあるなど、周辺に深刻な悪影響を及ぼす

「危険な空き家」も含まれている。 

こうした状況を受けて、平成 27（2015）年に「空家等対

策の推進に関する特別措置法（以下、「空家法１」という）

が施行された。空家法は、周辺環境に悪影響を及ぼす空き

家に対応するために設けられた経緯があり、私有財産とし

て所有権が保障された空き家に対し、行政による一定の介

入を可能とする根拠となっている。 

しかしながら、熊本市空家等対策計画（以下、「空家等

対策計画」）によると、熊本市が平成 30（2018）年に実施

した市内の空き家実態調査において、危険な空き家（倒壊

の危険性が高まっている空き家）が 105 件確認されていた

ものの、令和5（2023）年時点で66件（約63％）が依然と

して「対応中」となっている（図1、図2）。この66件は5

年もの間、危険な空き家として行政から認識されていたに

もかかわらず、解決には至っていない。 

「対応中の内訳」をみると、最も多く挙げられているの

は、「所有者、相続人が複数でまとまらない（まとめる人

がいない）」というものであった。これらは、登記簿上の

所有者が故人のままで、相続登記手続き等が未了状態（以

下、「未相続」と定義し、関連する用語の定義を含め 1.4

で整理する）であると理解できる。本研究では、これを課

題として認識した。 

未相続空き家は、民法の規定により相続人の共有財産と

して扱われ、空家法に基づき行政が介入する場合、原則と

して相続人全員に対して空き家の管理や除却などの指導、

勧告、命令などの措置を行うことになる。ただ、財産権の

制約を伴うものであり、相続人間で意見が異なる場合等に

おける行政措置には慎重にならざるを得ず、その実効性が

乏しい状況にある。 

 
図1 危険な空き家の一例（熊本市提供） 

 

図2 空き家105件の対応経過 2018年→2023年 

※熊本市空家等対策計画（第2次計画）をもとに作成 
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また、未相続の土地については、不動産登記簿等の所有

者台帳からは所有者が直ちに判明できないため、公共事業

や災害復旧・復興事業の円滑な実施、民間取引や地域での

利活用の妨げとなるなど、「所有者不明土地」として大き

な問題となっている。 

このような状況を踏まえ、令和6（2024）年4月から相続

登記が義務化され、違反した場合には罰則規定が設けられ

ている。しかし、法務省の調査２では、その認知度は当事

者の間でも十分に浸透しておらず、更なる周知啓発活動が

必要な状況にある。 

 熊本市の持ち家に居住する65歳以上の単独世帯数をみる

と、国勢調査では平成22（2010）年の15,453世帯から令和

2（2020）年の20,525世帯へと約5千世帯の増加となった。   

また、「日本の世帯数の将来推計（全国推計）令和 6

（2024）年推計」によると、全国の65歳以上の単独世帯数

は、平成22（2010）年の737万8千世帯から令和32(2050)年

の1,083万9千世帯へと1.47倍になる見通しとなっており、

熊本市においても今後かなり増加するものと見込まれる。

それに伴い、空き家の増加が懸念され、特に未相続による

管理不全の空き家の増加といったリスクの顕在化が予測さ

れる。現状においても、熊本市の直面する状況（図 2）を

踏まえると、未相続であることが危険な空き家発生の一因

となっている可能性がある。しかし、熊本市をはじめ、未

相続の実態や空き家問題との関連性についての調査や研究

は、全国的にも十分に進んでいない。 

11..22  研研究究のの目目的的   

 そこで本研究では、熊本市北区の麻生田小学校区を対象

として、空き家および未相続建物の実態を把握し、両者の

関連性を統計的に分析する。具体的には、後述する空き家

マップや固定資産台帳等を活用し、校区内の建物において

「空き家であるか否か」及び「未相続であるか否か」を整

理したうえで、定量的な分析から両者の関連性を明らかに

する。 

この結果をもとに、空き家問題の所在と未相続建物との

関連性を考察し、将来的な空き家増加の予防に向けて、行

政による対応と地域活動による対応のあり方を示すことを

目的とする。 

11..33  既既往往研研究究ににみみるる「「空空きき家家とと相相続続」」 

空き家問題に関する研究は、近年、空家法の制定といっ

た注目の高まりに伴い、多くの知見が蓄積されてきた。益

田ら（2020）は、空き家研究の傾向として、建築学や都市

工学の分野を中心に、空き家分布の実態把握や、周辺環境

との関係分析といった空間的・統計的な分析に重点が置か

れていると述べている。一方で、空き家の所有者や管理状

況にかかわる法制度側面、特に「相続」との関連について、

主題的に深く取り扱った研究は限定的であり、こうした傾

向は、近年の研究においても共通して見られる。 

空き家と相続について、髙田ら（2018）は全国の自治体

を対象とした調査をもとに、未相続と関連した所有者不明

や相続放棄の空き家が各地に存在し、その対応に苦慮して

いる自治体の存在とその実態を明らかにしている。国土交

通省 国土交通政策研究所（2020）の調査研究においても、

相続登記の未了や相続放棄が所有者不明化の一因となり、

空き家対策を困難にしている実態が記されている。これら

の調査結果からは、空き家問題の背景に相続制度上の法的

課題が存在していることがうかがえる。    

 また、相続と空き家の関係を扱った研究として、阿部ら

（2023）は相続相談データを用いて、相続時に空き家が発

生するメカニズムを定量的に示している。これは、空き家

問題と相続との関係性を実証的に明らかにした希少な研究

である一方で、分析対象は、相続手続きに関心を持つ相談

者に限られている。阿部ら（2023）は、相続というデリケ

ートなタイミングの個人情報を取得することは、空き巣な

どの犯罪リスクへの配慮も含め、極めて困難であると指摘

している。 

このように、空き家問題の所在の一部には、相続に起因

する構造的な課題があるとされ、自治体における空き家対

応の困難さも既往研究で明らかになっている。一方で「空

き家と相続」を扱った研究は、個人情報の取り扱いに関す

る制約が大きく、限定的で未開な点が多い。 

本研究は、既往研究の課題を踏まえ、地域実態に基づく

定量的な分析を通じて、空き家と相続との関連を実証的に

明らかにするものである。 

11..44  用用語語のの定定義義  

本研究では、空き家と相続の関係を明確にするために、

以下のように用語を定義する。 

・未相続：登記簿上の所有者（名義人）が死亡しており、

相続人による所有権移転登記（相続登記）が未了の状

態を指す。  

・未相続建物：未相続状態の建物。 

・未相続建物以外：登記簿上の建物所有者（名義人）が

生存している建物。 
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・未相続空き家：空き家状態である未相続建物。 

・非空き家：居住中などの使用実態のある建物で、空き

家ではない建物。 

・隠れ未相続建物：「未相続建物」かつ「非空き家」の

建物。外部からは使用者が所有者であると認識されや

すく、未相続建物であることが分かりにくい。 

 
22  研研究究方方法法  

22..11  研研究究対対象象地地のの概概要要  

研究対象地とした麻生田小学校区は熊本市北区に位置し、

合志市と菊陽町に隣接する校区である（図 3）。令和 6

（2024）年 10 月１日時点の住民基本台帳による人口３は

7,669人。校区の特徴として、中央に幹線道路である熊本北

バイパスが通っており、その沿線には商業施設が建ち並ん

でいる。校区全体として住居系の用途地域に指定されてお

り、校区の北側には丘陵地に広がる住宅地が、南側には昭

和50年代後半に岩倉山を開発して造成された高台の住宅団

地が形成されている（図4）。 

  

図3 麻生田小学校区の周辺地図（出典：国土基本図） 

※校区界は「熊本市立小中学校通学区域索引簿」を参考に線引 

 

図4 岩倉山から麻生田小学校方面への眺望 

 

22..22  研研究究対対象象地地のの選選定定経経緯緯  

令和6（2024）年、麻生田小学校区では、熊本市支援のも

と、町内会単位で地域住民が取り組んだモデル事業「空き

家数実態調査４」が実施された。熊本市都市政策研究所も

調査結果の整理に関与している。本調査では、同年 9 月か

ら11月にかけて町内住民による現地調査が行われ、空き家

の数と位置を体系的に把握するため、空き家の位置を地図

上にプロットした「空き家マップ」が作成された。この空

き家マップを研究に活用できたことから、麻生田小学校区

を研究対象地として選定した。 

同校区は第1町内から第5町内までで構成（図3）されて

いるものの、第 4 町内の大部分は市営団地（新地団地）エ

リアで占められていたことから、第 4 町内は調査対象とせ

ず、空き家マップも作成されていない。よって、本研究で

は第4町内を除いた校区を研究対象としている。なお、第4

町内会の未調査が校区全体の実態把握に及ぼす影響は限定

的であると判断し、本研究の結果は校区全体の傾向を示す

ものとして扱う。 

22..33  研研究究のの手手順順  

本研究では、以下の手順に従って分析を進める。研究プ

ロセスを図5に示す。 

まず、第 3 章では、分析に必要なデータとして研究対象

地の「空き家数」「建物数」「未相続空き家数」「未相続

建物数」を整理する。これらのデータは、空き家マップ情

報、住宅地図情報、固定資産税台帳情報を活用したもので

ある。 

次に、第 4 章にて、整理した数値をもとに、クロス集計、

カイ二乗検定５、リスク比の算出の分析手順で、研究対象
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・未相続空き家：空き家状態である未相続建物。 

・非空き家：居住中などの使用実態のある建物で、空き

家ではない建物。 

・隠れ未相続建物：「未相続建物」かつ「非空き家」の

建物。外部からは使用者が所有者であると認識されや

すく、未相続建物であることが分かりにくい。 

 
22  研研究究方方法法  

22..11  研研究究対対象象地地のの概概要要  

研究対象地とした麻生田小学校区は熊本市北区に位置し、

合志市と菊陽町に隣接する校区である（図 3）。令和 6

（2024）年 10 月１日時点の住民基本台帳による人口３は

7,669人。校区の特徴として、中央に幹線道路である熊本北

バイパスが通っており、その沿線には商業施設が建ち並ん

でいる。校区全体として住居系の用途地域に指定されてお

り、校区の北側には丘陵地に広がる住宅地が、南側には昭

和50年代後半に岩倉山を開発して造成された高台の住宅団

地が形成されている（図4）。 

  

図3 麻生田小学校区の周辺地図（出典：国土基本図） 

※校区界は「熊本市立小中学校通学区域索引簿」を参考に線引 

 

図4 岩倉山から麻生田小学校方面への眺望 

 

22..22  研研究究対対象象地地のの選選定定経経緯緯  

令和6（2024）年、麻生田小学校区では、熊本市支援のも

と、町内会単位で地域住民が取り組んだモデル事業「空き

家数実態調査４」が実施された。熊本市都市政策研究所も

調査結果の整理に関与している。本調査では、同年 9 月か

ら11月にかけて町内住民による現地調査が行われ、空き家

の数と位置を体系的に把握するため、空き家の位置を地図

上にプロットした「空き家マップ」が作成された。この空

き家マップを研究に活用できたことから、麻生田小学校区

を研究対象地として選定した。 

同校区は第1町内から第5町内までで構成（図3）されて

いるものの、第 4 町内の大部分は市営団地（新地団地）エ

リアで占められていたことから、第 4 町内は調査対象とせ

ず、空き家マップも作成されていない。よって、本研究で

は第4町内を除いた校区を研究対象としている。なお、第4

町内会の未調査が校区全体の実態把握に及ぼす影響は限定

的であると判断し、本研究の結果は校区全体の傾向を示す

ものとして扱う。 

22..33  研研究究のの手手順順  

本研究では、以下の手順に従って分析を進める。研究プ

ロセスを図5に示す。 

まず、第 3 章では、分析に必要なデータとして研究対象

地の「空き家数」「建物数」「未相続空き家数」「未相続

建物数」を整理する。これらのデータは、空き家マップ情

報、住宅地図情報、固定資産税台帳情報を活用したもので

ある。 

次に、第 4 章にて、整理した数値をもとに、クロス集計、

カイ二乗検定５、リスク比の算出の分析手順で、研究対象
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地における「空き家」と「未相続建物」の関連性を統計的

に評価する。その結果を踏まえ、第5章・第6章にて考察・

まとめを行う。 

なお、本研究では、空き家の中でも未相続建物という相

続手続きが未了の法的状態に着目して分析を行っているた

め、建物の老朽化や立地条件などの物理的・地理的な側面

については考慮していない。これらの要素も空き家問題に

おいて重要な視点であるため、今後の研究で総合的な展開

が求められる。 

 

 

          図5 研究プロセス（分析フロー） 

  

33  分分析析デデーータタ取取得得とと整整理理  

33..11  「「空空きき家家数数」」  

空き家数については、各町内会が空き家マップ作成時に

把握した空き家数を用いた。 

33..11..11  空空きき家家のの判判定定方方法法  

空き家マップは研究目的で各町内会から提供を受けたも

のであり、空き家の判定は外観からの目視調査を基本とし、

以下の基準に基づいて行われている。 

【調査対象の空き家】 

・人が住んでいない住宅 

・使われていない店舗・会社等の建物 

  ※空き家の期間は問わない 

【空き家ではないものの例】 

 ・アパートの空き室 

・店舗・会社用の倉庫として使われている建物 

・民泊として使用されている住宅 

・新築・リフォーム工事中、解体工事中の住宅 

この判定方法は、店舗や会社等も対象に含み、アパート

の空き室は含まれていないため、住宅戸数ではなく建物数

を指す。また、判定方法の作成を支援した熊本市空家対策

課に確認したところ、空き家数は敷地単位における数であ

った。例えば、戸建住宅の空き家において、敷地内に母屋

とその付属建物である車庫（計 2 棟）がある場合、空き家

数としては1件と数えられている。 

  33..11..22  空空きき家家のの集集計計  

空き家数の集計結果を表 1 に示す。家主の生存有無につ

いての区分は、各町内会が保有する情報をもとに、空き家

の判断と併せて実施していたものである。ここには「家主

不明」という区分が設けられていないことから、町内会が

何らかの形で家主の情報を把握していたと考えられる。た

だし、この家主が現在の空き家所有者であるとは限らず、

情報が古い場合には、相続や売買などにより既に所有者が

変更されている可能性もある。また、町内会による情報で

は、家主と入居者（賃借人）が混同されているケースも想

定される。 

以上の判定基準と情報整理のもと集計した結果、研究対

象地における空き家数は 106 件となり、これを「空き家数」

とした。 

 

表1 空き家数実態調査結果の集計 

 

33..22  「「建建物物数数」」 

 空き家数は敷地単位で集計しているため、校区内の建物

数についても、建物が存在する敷地数にする必要がある。 

そこで、GIS６から住宅地図７に記載されている住所付記

数を抽出し、その総数を建物数として推計することとした。

基本的に付属建物に住所が付与されることはなく、建物数

（敷地単位）の推計方法として適切と判断したためである。

抽出の結果、校区内における住所付記数は、第 4 町内を除

いて 2,132 件であり、これを「建物数」とした。なお、

3.1.2で把握した空き家数は106件であったことから、空き

家率８は約5％となった。 

1町内 2町内 3町内 4町内 5町内 計
家主が生存（又は生死不明）  

している空き家（件） 20 19 20 - 18 77
家主が死亡している空き家（件） 3 1 9 - 16 29

空き家数の計（件） 23 20 29 - 34 106
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33..33  「「未未相相続続空空きき家家数数」」 

3.1.2で把握した106件の空き家のうち、未相続空き家に

該当する件数を確認する。未相続の判断には、登記簿上の

所有者の生存状況を確認する必要があるものの、登記簿の

情報だけでは生存状況を把握できない。 

 そこで、令和6（2024）年1月1日時点の固定資産税台帳

に記載されている家屋データの情報から生存状況を確認し

た。このデータは熊本市が保有する熊本市総合行政情報シ

ステム（通称「A ネット」）内で管理されており、個人情

報９を含んでいる。 

 固定資産税台帳情報は、A ネット内で登記簿情報のほか、

市の住民基本台帳情報とも紐付けられているため、家屋デ

ータに登録された登記簿上の建物所有者について、住民基

本台帳上の情報まで確認することができる。本研究では、

住民基本台帳における建物所有者の異動事由が「死亡」と

されているものを未相続建物と判断した。 
ただし、以下のようなケースでは詳細な紐付けがされて

おらず、建物所有者の生存情報を確認できなかった。 
・市の住民基本台帳に登録がない者（市外在住者） 

・所有が共有名義となっている場合 

・法人所有である場合 

したがって、未相続建物は、上記（空き家 106 件のうち

31 件が該当）を除いた範囲での確認に限られる。本研究で

は、この31件を未相続空き家ではないものとして扱った。

また、空き家 106 件のうち 1 件は建物登記の存在しない所

有者不明建物であり、これも未相続空き家には含めていな

い。なお、固定資産税台帳（令和6年1月 1日時点）と実

態調査時期（令和6年9月～11月）に10か月程度の期間差

があるため、この間の登記名義人変更が確認できていない

ことに留意が必要である。 

 上記の方法を用いて、空き家マップから取得した空き家

の位置情報と家屋データの位置情報を照合した結果、空き

家106件のうち25件が未相続空き家に該当しており、これ

を「未相続空き家数」とした。なお、敷地単位（同地番）

に複数建物が存在する空き家について、異動事由が異なる

ものはなかった。 

33..44  「「未未相相続続建建物物数数」」  

33..44..11  デデーータタのの制制約約とと推推計計方方法法  

   未相続の判断は 3.3 と同様であるが、対象校区内の未相

続建物数を把握するうえで、次の制約があった。 

第一に、家屋データの位置情報は地番単位で管理されて

おり、住居表示に基づく校区情報（表 2）とは直接対応し

ていない。このため、町名だけで正確に校区を特定するこ

とができず、複数の校区にまたがる町名については、どの

校区に属するかを判別できない。 

第二に、家屋データでは敷地単位としての「建物数」が

把握できない。建物単位での数は確認できるが、本研究で

把握している敷地単位の建物数（2,132件）とは単位が異な

り、両者の間で整合が取れない。 

これらの制約を踏まえ、次の方法で推計した。対象とす

る校区に一部でも含まれる町名はすべて分析対象に含め、

当該範囲に含まれる建物棟数（2,827件）に占める「未相続」

と判断された建物の比率を算出したうえで、この比率を敷

地単位の建物数（2,132件）に乗じて、未相続建物数を算出

した。これは便宜的な仮定であり、実際には敷地内で建物

ごとに相続状態が異なる可能性がある点に留意が必要であ

る。 

表2 麻生田小学校区の範囲  

 

※「熊本市立小中学校通学区域索引簿」をもとに作成  

  

33..44..22  推推計計結結果果  

 3.4.1の方法による推計の結果、対象校区における未相続

建物率は約6.4％（181件／2,827件）と算出された。この未

相続建物率を、敷地単位で集計した研究対象地の建物数

（2,132件）に乗じた結果、未相続建物は約136件（2,132件

×6.4％）となり、これを「未相続建物数」とした。このう

ち、未相続空き家数は25件であったため、隠れ未相続建物

は111件（136件－25件）となった。 

 

44  分分析析結結果果    

 第 3 章で整理した研究対象地における分析データについ

て、クロス集計したものを表 3 に示す。未相続建物の空き

ー令和６（2024）年４月1日適用ー
小学校名 区 町名 街区及び住居番号（住居表示実施区域）

麻生田１丁目 全域

麻生田２丁目
1番〜５番、6番1号〜11号、7番〜12番、
14番1号〜13号、14番150号〜170号

麻生田３丁目 全域
麻生田４丁目 1番、3番〜28番
麻生田５丁目 全域
兎谷３丁目 1番〜4番、6番
清水新地３丁目 5番1号〜33号、5番147号、6番〜7番
清水新地５丁目 9番〜16番
清水新地６丁目 全域
清水新地７丁目 全域
清水岩倉２丁目 7番25号〜58号、8番〜24番

清水岩倉３丁目
1番〜24番1号、24番5号〜6号、
25番20号〜22号

麻生田小 北区

第5章・第6章（考察・まとめ）

「「空空きき家家数数」」
（空き家マップ）

第3章 分析データ取得と整理

「「未未相相続続空空きき家家数数」」
（固定資産税台帳、空き家マップ ）

「「未未相相続続建建物物数数」」
（固定資産税台帳）

「「建建物物数数」」
（住宅地図）

第4章 分析結果

リリススクク比比のの算算出出にによよるる影影響響度度評評価価
（未相続であることが空き家発生に及ぼす影響度を算出）

カカイイ二二乗乗検検定定にによよるる有有意意性性のの検検証証
（空き家と未相続に有意な関係性があるか統計的に検定）

空空きき家家 ×× 未未相相続続建建物物ののククロロスス集集計計
（2変数を2×2のクロス集計し、空き家率を含めて可視化）

整理したデータ（取得元）

手順

図5

─ 6 ── 6 ─
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33..33  「「未未相相続続空空きき家家数数」」 

3.1.2で把握した106件の空き家のうち、未相続空き家に

該当する件数を確認する。未相続の判断には、登記簿上の

所有者の生存状況を確認する必要があるものの、登記簿の

情報だけでは生存状況を把握できない。 

 そこで、令和6（2024）年1月1日時点の固定資産税台帳

に記載されている家屋データの情報から生存状況を確認し

た。このデータは熊本市が保有する熊本市総合行政情報シ

ステム（通称「A ネット」）内で管理されており、個人情

報９を含んでいる。 

 固定資産税台帳情報は、A ネット内で登記簿情報のほか、

市の住民基本台帳情報とも紐付けられているため、家屋デ

ータに登録された登記簿上の建物所有者について、住民基

本台帳上の情報まで確認することができる。本研究では、

住民基本台帳における建物所有者の異動事由が「死亡」と

されているものを未相続建物と判断した。 
ただし、以下のようなケースでは詳細な紐付けがされて

おらず、建物所有者の生存情報を確認できなかった。 
・市の住民基本台帳に登録がない者（市外在住者） 

・所有が共有名義となっている場合 

・法人所有である場合 

したがって、未相続建物は、上記（空き家 106 件のうち

31 件が該当）を除いた範囲での確認に限られる。本研究で

は、この31件を未相続空き家ではないものとして扱った。

また、空き家 106 件のうち 1 件は建物登記の存在しない所

有者不明建物であり、これも未相続空き家には含めていな

い。なお、固定資産税台帳（令和6年1月 1日時点）と実

態調査時期（令和6年9月～11月）に10か月程度の期間差

があるため、この間の登記名義人変更が確認できていない

ことに留意が必要である。 

 上記の方法を用いて、空き家マップから取得した空き家

の位置情報と家屋データの位置情報を照合した結果、空き

家106件のうち25件が未相続空き家に該当しており、これ

を「未相続空き家数」とした。なお、敷地単位（同地番）

に複数建物が存在する空き家について、異動事由が異なる

ものはなかった。 

33..44  「「未未相相続続建建物物数数」」  

33..44..11  デデーータタのの制制約約とと推推計計方方法法  

   未相続の判断は 3.3 と同様であるが、対象校区内の未相

続建物数を把握するうえで、次の制約があった。 

第一に、家屋データの位置情報は地番単位で管理されて

おり、住居表示に基づく校区情報（表 2）とは直接対応し

ていない。このため、町名だけで正確に校区を特定するこ

とができず、複数の校区にまたがる町名については、どの

校区に属するかを判別できない。 

第二に、家屋データでは敷地単位としての「建物数」が

把握できない。建物単位での数は確認できるが、本研究で

把握している敷地単位の建物数（2,132件）とは単位が異な

り、両者の間で整合が取れない。 

これらの制約を踏まえ、次の方法で推計した。対象とす

る校区に一部でも含まれる町名はすべて分析対象に含め、

当該範囲に含まれる建物棟数（2,827件）に占める「未相続」

と判断された建物の比率を算出したうえで、この比率を敷

地単位の建物数（2,132件）に乗じて、未相続建物数を算出

した。これは便宜的な仮定であり、実際には敷地内で建物

ごとに相続状態が異なる可能性がある点に留意が必要であ

る。 

表2 麻生田小学校区の範囲  

 

※「熊本市立小中学校通学区域索引簿」をもとに作成  

  

33..44..22  推推計計結結果果  

 3.4.1の方法による推計の結果、対象校区における未相続

建物率は約6.4％（181件／2,827件）と算出された。この未

相続建物率を、敷地単位で集計した研究対象地の建物数

（2,132件）に乗じた結果、未相続建物は約136件（2,132件

×6.4％）となり、これを「未相続建物数」とした。このう

ち、未相続空き家数は25件であったため、隠れ未相続建物

は111件（136件－25件）となった。 

 

44  分分析析結結果果    

 第 3 章で整理した研究対象地における分析データについ

て、クロス集計したものを表 3 に示す。未相続建物の空き

ー令和６（2024）年４月1日適用ー
小学校名 区 町名 街区及び住居番号（住居表示実施区域）

麻生田１丁目 全域

麻生田２丁目
1番〜５番、6番1号〜11号、7番〜12番、
14番1号〜13号、14番150号〜170号

麻生田３丁目 全域
麻生田４丁目 1番、3番〜28番
麻生田５丁目 全域
兎谷３丁目 1番〜4番、6番
清水新地３丁目 5番1号〜33号、5番147号、6番〜7番
清水新地５丁目 9番〜16番
清水新地６丁目 全域
清水新地７丁目 全域
清水岩倉２丁目 7番25号〜58号、8番〜24番

清水岩倉３丁目
1番〜24番1号、24番5号〜6号、
25番20号〜22号

麻生田小 北区

─ 7 ─
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家率は約 18.4％であり、未相続建物以外の空き家率の約

4.1％とは大きな差が見られた。 

 

 表3 未相続建物であるか否かによる空き家率の比較 

 
 
また、この結果を市全体における標本的な事例と捉えた

場合、空き家率の差が偶然によるものではなく、統計的に

有意なものかを検証するため、カイ二乗検定を実施した。

空き家の発生と未相続との間に関連がないと仮定すれば、

両者の空き家率に有意な差は生じない。 

 その仮説のもとに検定を行った結果、カイ二乗統計量は 

χ² = 55.3（自由度 = 1）、p値 < 0.001 となり、「未相続

建物は空き家になりやすい」とする関係は偶然ではなく、

統計的に有意であることが示された。 

さらに、この関係の強さをみると、未相続建物の空き家

率は18.4％、未相続建物以外では4.1％であることから、リ

スク比は約 4.5 となる。未相続建物は未相続建物以外に比

べて、空き家になる可能性が約 4.5 倍高くなる結果が示さ

れた。 

 

55  考考察察  

55..11  空空きき家家発発生生にに係係るる未未相相続続のの構構造造的的リリススクク  

前章の分析結果から、対象校区では未相続であることが

空き家の発生に大きく影響している可能性が示された。こ

のことは、空き家の発生に関係する要素が、建物の老朽化

や立地条件といった物理的・地理的な側面だけでは説明で

きず、所有権に関する法制度的な側面にも及ぶことを示唆

している。中でも未相続空き家は、登記上の所有者が故人

のままとなることで、実質的な所有者が特定しづらく、以

下のような理由から、空き家として長期間放置されるリス

クが高いといえる。 

・管理責任の曖昧さによる管理意識の希薄化 

・利用・売却・修繕など、不動産の適切な利活用が困難 

・空家法に基づく行政介入の難しさ 

こうした構造的なリスクに対応する意味でも、相続登記

は義務化されたが、相続登記（協議）が円滑に進まない背

景には、家族の関係性や個人の感情的な思いが影響してい

ることも考えられる。このような事情によって当事者間で

の協議自体が困難な場合、単に相続登記を義務化するだけ

では根本的な問題は解決しない。 

そのため、相続発生前から遺言書の作成を促すなど、制

度的な整備とともに、相続を円滑に進めるための予防的ア

プローチが必要になると考えられる。 

55..22  隠隠れれ未未相相続続建建物物のの存存在在  

図6は、表3をもとに研究対象地の建物数（2,132件）を

100 件規模に換算し、「空き家であるか否か」と「未相続

建物であるか否か」を分類して配置した模式図である。こ

の図は、単なる視覚化ではなく、空き家の件数だけでは捉

えきれない、相続に関する法制度的なリスクに着目した今

日的な空き家問題への視点を示唆している。 

 

図6 今日的空き家問題の認識模式図 

※白抜きの建物イラストは使用中建物（非空き家）。各建物の配置は

筆者の任意によるもので、実際の位置関係を示すものではない。 

また、各件数は100件規模への換算後、整数値に補正している。 

 

この図で注目したいのは、隠れ未相続建物の存在である。

これは、所有者死亡後も配偶者が相続手続きをせず住み続

けているケースや、親族の頻繁な出入りがあることで空き

家とならなかったケースなどが想定される。 

5.1 で述べたように、隠れ未相続建物は未相続建物とし

て空き家発生に係る構造的リスクを抱えているものの、現

時点においては空き家ではないことから、そのリスクはま

空き家（件） 非空き家（件） 計（件） 空き家率（％）
未相続建物 25 111 136 18.4%
未相続建物以外 81 1915 1996 4.1%
計 106 2026 2132 5.0%
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だ顕在化しておらず隠れた状態にあるといえる。しかし、

未相続建物のまま放置されると、将来的に空き家化した際

の対応が困難になる可能性があることから、早期に対応を

講じる必要がある。未相続の期間が長くなれば、新たな相

続人が発生してしまい、権利関係が複雑化することで、利

活用や行政による介入が一層困難になるおそれがある。 

実際、図6では、隠れ未相続建物が空き家と同数（5件）

存在しており、この地域において無視できない数と考えら

れる。 

上記を踏まえると、空き家の数に加え、隠れ未相続建物

の存在も空き家問題におけるリスクとして認識することが

重要となる。この視点は、行政や地域が今後の対応を見極

める際に「適用可能な視点」となり、実践的な空き家予防

策を検討する際の基盤として活用できると考えられる。 

55..33  空空家家等等対対策策計計画画ににおおけけるる未未相相続続建建物物  

空家等対策計画では、空き家問題への総合的な対応とし

て、以下の4つの基本方針（図7）が掲げられている。 

①予防、②適正管理、③利活用、④連携体制の強化 

本研究の結果は、特に①「予防」と④「連携体制の強化」

の観点から、現行施策を補完・強化する知見を提示するも

のとなる。 

  

      図7 空家等対策計画の基本方針 

※熊本市空家等対策計画（第2次計画）より抜粋 

 

（（11））「「利利活活用用」」とと「「適適正正管管理理」」のの限限界界  

 未相続建物は、法的な所有者が不明確であり、更に相続

人の合意形成なしには、管理や活用といった対応を講じる

ことが困難である。②「利活用」や③「適正管理」は、所

有者による手続きや判断を要することから、未相続建物は

対応の枠外に置かれてしまう可能性が高い。 

つまり、空き家問題において「相続」という前段階の権

利関係を明確にしておくことが、現行施策の実効性に直結

すると理解できる。 

（（22））「「予予防防」」とと「「連連携携」」のの重重要要性性  

したがって、本研究では①「予防」の視点が重要である

と考える。相続の発生前後に登記や権利移転が迅速に行わ

れ、管理責任が明確になることが、空き家の未然防止に直

結する。当該計画においても、相続登記が適切に行われて

いない場合、所有者が不明確となり、相続人の空き家に対

する意識が低下することが指摘されている。この課題に対

しては、相続人への適切な支援や情報提供を行う方針が既

に示されている。 

また、この予防を効果的に進めるには、④「連携体制の

強化」も不可欠である。特に相続といった私的な事情を含

む場合、行政の画一的になりがちな対応では限界がある。

地域の暮らしや人間関係に通じた住民や専門家（司法書

士・行政書士など）が連携し、地域内で相続への関心を高

める仕組みなどが求められる。 

 

66  ままととめめ  

66..11  本本研研究究のの成成果果  

筆者は、行政職員として空き家対策に従事する中で、問

題となる空き家には、相続手続きが適切に行われていない

事例が多数存在することを把握してきた。本研究は、こう

した現場での課題認識を出発点とし、空き家問題の所在の

一つとして、未相続が空き家発生に強い関連性を持つこと

を定量的に明らかにしたものである。 

分析結果として、相続手続きの迅速化および相続意識の

向上が、空き家問題の解決に資する可能性が示唆された。

これは、空家等対策計画に掲げられた基本方針である「予

防」と「連携」の重要性を高める知見である。 

また、「隠れ未相続建物」を含む未相続建物の実態を把

握することで、見えにくかった法制度的リスクを表面化さ

せた。これは、行政が予防的施策を検討する際に「適用可

能な視点」となりうるほか、空き家問題に対する地域住民

の当事者意識醸成や、自主的な空き家予防活動の促進につ

ながる１０と推察される。 

以上のように、本研究は、空き家問題の背景にある法制

度的な要素に着目し、これまで十分に検討されてこなかっ

た「相続」という前段階からの予防的アプローチの重要性

を示した点に意義があると考えられる。 

66..22  行行政政とと地地域域にによよるる対対応応策策にに関関すするる提提言言  

相続手続きの迅速化と相続意識の向上を図るには、法制

度の周知徹底に加え、行政や地域による具体的な支援策の

構築が求められる。義務として後から押し付けるのではな

く、相続への理解を促し、行動に自然と結びつくような仕
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組みづくりが重要である。そのためには、行政による法制

度の周知に加え、適切な時期における情報提供が効果的で

ある。 
例えば、行政窓口へ死亡届を提出した際に配布される手

続き案内の中で相続登記の重要性を強調したり、固定資産

税の納税通知書の送付時に該当者へ相続登記の啓発文書を

同封したりすることが挙げられる。こうした実務的な工夫

１１によって、相続手続きの必要性を意識づけ、行動のきっ

かけを提供することが可能となる。 

一方で、地域側の対応を推進するためには、町内会など

の地域コミュニティによる自主的な取組を支援する仕組み

が重要となる。例えば、空き家の未然防止や未相続建物の

解消に資するための町内活動（所有者情報の把握、相続啓

発イベントの開催など）に対して助成制度を整備すること

で、地域主体の継続的な取組を後押しできる。また、まち

づくりセンターに配置される地域担当職員がこうした活動

の伴走支援に加わることで、専門的な知見の提供のほか、

個人情報の適切な取り扱いや関係機関との調整が円滑とな

り、地域住民との信頼関係の構築にもつながる。 

以上のように、行政による制度の周知と、地域活動によ

る主体的な実践、その双方から支援体制を整えることで、

相続手続きの円滑化と未相続建物の早期解消が促進され、

将来的な空き家の発生抑制に資することが期待される。 

66..33  今今後後のの課課題題 

本研究の結果に基づき、以下を課題として整理する。 

（（11））デデーータタのの精精度度とと分分析析対対象象のの限限定定性性 

本研究では未登記建物の情報を把握できておらず、情報

の網羅性に限界がある。また、複数の推計値を用いた分析

であることから、実態との乖離が生じている可能性も否定

できない。さらに、分析対象は市内の小学校全92校区のう

ち 1 校区に限られており、他校区では異なる傾向が見られ

る可能性がある。今後は、校区の類型化や事例の蓄積を通

じて、より汎用性の高い知見の構築が求められる。 

（（22））短短期期的的なな未未相相続続建建物物へへのの考考慮慮 

本研究で用いた固定資産税台帳は一時点の情報であり、

相続手続き中の建物は把握できていない。所有者の死亡後、

手続きが順調に進行した場合であっても、相続登記の完了

までには数か月程度を要することがある。このような短期

の未相続建物を一律に問題があるとみなすのは適切でない

ため、過年度データとの比較により、1 年以上未相続が継

続している建物を識別するなどの措置が求められる。   
今後は、こうした課題を踏まえた実践的な研究を進めて

いきたい。 
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１ 本稿には「空き家」と「空家」の表記がある。一般的には「空

き家」とされているため、固有の名称である「空家等対策の推進

に関する特別措置法（空家法）」「空家等対策計画」「空家対策

課」以外は「空き家」と表記している。 
２ 法務省『新制度の認知度調査結果（令和６年度調査結果）』で

は、本人、配偶者又は親が不動産を所有している全国の 20 歳以上

の男女に相続登記の義務化 の認知度を調査している。罰則の対象

に関わる相続登記の履行期限について 「 聞いたことがある 」と 

答えた人は、全体の約 43 ％に留まっている。 

https://www.moj.go.jp/content/001429482.pdf（2025年1月9日閲覧） 
３ 熊本市の小学校区は全92校区であり、平均人口は7,947人。麻生

田小学校区は人口が多い順に数えて 48 番目に位置している。また、

北区としては市全区の中で最も人口が減少傾向にある（平成 26 年

10月1日～令和6年10月1日 住民基本台帳ベース）。 
４熊本市としては、地域との「連携体制の強化」のほか、空き家の

実態を知った地域が、自ら課題を見つけることで、主体的に地域

の空き家対策をする人材を増やしたい狙いがある。 
５ 一校区内だけをみると全数調査であるため、推測統計の検定は

不要であるが、市全体を見据えた場合の標本的事例としてカイ二

乗検定を適用している。 
６ 地図情報システムのこと。データの視覚化や分析が可能。熊本

市では、庁内の複数部署で連携して活用できるように統合型GISを

導入している。 
７ 株式会社ゼンリン「Zmap-TOWN II」 
８ 敷地単位を想定した空き家率。共同住宅の場合、1 部屋でも居住

実態があれば空き家とはならない。なお、住宅・土地統計調査に

よる空き家率は、住戸単位による考え方であり、住宅以外の用途

の建物は対象外であるため、本研究と空き家率とは定義が異なる。

なお、2023 年に実施された住宅・土地統計調査による熊本市全体

の空き家率は、13.2％であった。 
９ データ所管部署である固定資産税課からは、個人情報保護法第69

条第2項第4号（専ら統計作成または学術研究の目的による提供）

を根拠に必要な情報の提供を受けた。 
１０ 麻生田小学校区での空き家マップ作成時には、調査した町内会

において家主が不明とされている空き家は確認されなかった。こ

の点から、当該地域では建物の所有者情報が概ね地域内で把握さ

れており、地域主体の取組を進めるための一定の基盤が整ってい

ると考えられる。 
１１参考事例として、 愛知県八幡浜市では、平成 28 年度より、市民

課、税務課が連携し、市民課で死亡届提 出時に渡している関連手

続一覧と併せて空き家の適正管理を促すチラシを渡して いる。ま

た、税務課との連携により固定資産税納税通知にも同様のチラシ

を同封 している。空き家所有者の可能性が高い住民等に対して積

極的に情報発信をしたことで、平成 28 年度は 60 件程度だった空き

家相談件数が平成 29 年度は 116 件 にまで増加した。 
https://www.mlit.go.jp/common/001238496.pdf?utm_source=chatgpt.com

（2025年1月31日閲覧） 
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１ 本稿には「空き家」と「空家」の表記がある。一般的には「空

き家」とされているため、固有の名称である「空家等対策の推進

に関する特別措置法（空家法）」「空家等対策計画」「空家対策
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https://www.moj.go.jp/content/001429482.pdf（2025年1月9日閲覧） 
３ 熊本市の小学校区は全92校区であり、平均人口は7,947人。麻生
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５ 一校区内だけをみると全数調査であるため、推測統計の検定は

不要であるが、市全体を見据えた場合の標本的事例としてカイ二

乗検定を適用している。 
６ 地図情報システムのこと。データの視覚化や分析が可能。熊本
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れており、地域主体の取組を進めるための一定の基盤が整ってい

ると考えられる。 
１１参考事例として、 愛知県八幡浜市では、平成 28 年度より、市民

課、税務課が連携し、市民課で死亡届提 出時に渡している関連手

続一覧と併せて空き家の適正管理を促すチラシを渡して いる。ま

た、税務課との連携により固定資産税納税通知にも同様のチラシ

を同封 している。空き家所有者の可能性が高い住民等に対して積

極的に情報発信をしたことで、平成 28 年度は 60 件程度だった空き

家相談件数が平成 29 年度は 116 件 にまで増加した。 
https://www.mlit.go.jp/common/001238496.pdf?utm_source=chatgpt.com

（2025年1月31日閲覧） 
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